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よ
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指
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よ
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指
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健
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�

告

示

青
森
県
告
示
第
四
十
六
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
十
七
号

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条

第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
十
八
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

む
つ
市
大
畑
町
赤
滝
山

(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
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名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

中
央
薬
品
株
式
会
社
中

央
調
剤
薬
局
金
沢
支
店

青
森
市
大
字
浪
館
字
志
田
三
一
の
一

平
成
��

･

�･

�

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

駅
前
調
剤
薬
局

青
森
市
新
町
一
丁
目
二
の
八

平
成
��･

�･

�

平
成
二
十
二
年

二
月
一
日

(

月
曜
日)

第
三
千
百
九
十
三
号



( )

公
衆
の
保
健

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
む
つ
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
四
十
九
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

む
つ
市
大
畑
町
赤
滝
山

(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
む
つ
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
五
十
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

青
森
市
大
字
横
内
字
鏡
山
一
四
の
二
九
五

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

保
安
林
解
除
の
理
由

鉄
道
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
青
森
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
五
十
一
号

森
林
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号)

第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
二
年
度
保
安
林
皆
伐
許
容
面
積
の
限
度
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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皆
伐
許
容
面
積
限
度
を
定
め
る
単

位
区
域
又
は
森
林
の
集
団
の
所
在

保

安

林

種

皆
伐
許
容
面
積
限
度

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

中
村
川
〜
笹
内
川

水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
四
一
二
・
七
二

岩
木
川
下
流

〃

五
二
二
・
七
八

岩
木
川
上
流

〃

一
、
一
二
五
・
五
四

平
川

〃

五
八
五
・
四
六

浅
瀬
石
川

〃

六
八
四
・
一
六

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

一
、
〇
二
六
・
〇
〇

青
森
地
区

〃

八
二
四
・
三
二

下
北
東
部

〃

一
、
二
八
三
・
七
二

� �
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下
北
西
部

〃

九
九
〇
・
九
六

上
北
地
区

〃

一
六
〇
・
三
二

七
戸
川

〃

六
二
七
・
七
九

奥
入
瀬
川

〃

六
八
五
・
九
四

馬
淵
川
下
流

〃

九
九
〇
・
七
六

新
井
田
川

〃

一
五
九
・
二
四

中
村
川
〜
笹
内
川

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
七
八
・
四
六

岩
木
川
下
流

〃

三
〇
〇
・
八
四

岩
木
川
上
流

〃

七
・
四
〇

平
川

〃

四
〇
・
六
八

浅
瀬
石
川

〃

一
〇
六
・
三
四

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

一
八
・
五
六

青
森
地
区

〃

一
五
九
・
二
八

下
北
東
部

〃

一
四
九
・
四
六

下
北
西
部

〃

二
二
・
四
四

上
北
地
区

〃

七
九
・
六
〇

七
戸
川

〃

一
・
一
四

奥
入
瀬
川

〃

九
六
・
四
〇

馬
淵
川
下
流

〃

九
五
・
七
〇

新
井
田
川

〃

〇
・
一
八

つ
が
る
市

飛
砂
防
備
保
安
林

六
・
一
四

五
所
川
原
市

〃

六
・
二
〇

下
北
郡
東
通
村

〃

二
二
・
一
六

む
つ
市

〃

〇
・
二
二

下
北
郡
大
間
町

〃

〇
・
三
六

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

六
・
二
〇

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

一
一
・
〇
六

上
北
郡
横
浜
町

〃

一
一
・
五
〇

三
沢
市

〃

一
一
・
一
六

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

〃

四
・
八
〇

八
戸
市

〃

二
・
六
一

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町

防
風
保
安
林

三
・
五
六

西
津
軽
郡
深
浦
町

〃

二
・
八
四

つ
が
る
市

〃

一
二
五
・
四
〇

五
所
川
原
市

〃

一
五
・
九
六

北
津
軽
郡
鶴
田
町

〃

三
・
二
八



( )

青
森
県
告
示
第
五
十
二
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

東
北
地
方
整
備
局

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

道
路
計
画)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
一
年
七
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

つ
が
る
市
木
造
越
水
〜
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
地
内
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下
北
郡
東
通
村

〃

一
三
・
八
〇

む
つ
市

〃

四
・
二
〇

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

〇
・
五
〇

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

三
二
・
八
〇

上
北
郡
横
浜
町

〃

八
・
三
〇

上
北
郡
七
戸
町

〃

〇
・
六
六

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
六
〇

三
沢
市

〃

四
・
七
〇

十
和
田
市

〃

〇
・
四
八

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

〃

〇
・
〇
二

北
津
軽
郡
中
泊
町

干
害
防
備
保
安
林

二
・
四
〇

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町

〃

〇
・
〇
八

青
森
市

〃

一
・
七
六

東
津
軽
郡
平
内
町

〃

一
〇
二
・
九
四

下
北
郡
大
間
町

〃

三
・
六
〇

む
つ
市

〃

三
〇
・
九
八

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
三
八

上
北
郡
七
戸
町

〃

二
・
八
〇

十
和
田
市

〃

二
・
五
三

三
沢
市

〃

三
・
二
六

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

四
〇
・
二
一

三
戸
郡
階
上
町

〃

三
・
八
四

三
戸
郡
三
戸
町

〃

九
・
三
二

三
戸
郡
南
部
町

〃

八
・
六
四

津
軽
地
区

保
健
保
安
林

一
五
五
・
六
二

南
部
地
区

〃

八
六
・
四
八



( )

青
森
県
告
示
第
五
十
三
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

青
森
県
告
示
第
五
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
三
三
八
号

む
つ
市
脇
野
沢
蛸
田
一
二
の
四
か
ら

む
つ
市
脇
野
沢
蛸
田
一
一
の
三
ま
で

平
成
��･

�･

�

３ ２ １ 図
面
番
号

国

道

県

道

県

道

道
路
の

種

類

三
三
八
号

む
つ
尻
屋
崎

線 米
田
六
戸
線

路
線
名

む
つ
市
脇
野
沢
蛸
田
一
二
の
四
か
ら

む
つ
市
脇
野
沢
蛸
田
一
一
の
三
ま
で

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
屋
字
水
神
七
二
の
二
か
ら

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
屋
字
ツ
ボ
ケ
沢
三
七
の
二
ま
で

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
屋
字
水
神
七
二
の
二
か
ら

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
屋
字
村
中
三
四
ま
で

十
和
田
市
大
字
伝
法
寺
字
荊
窪
五
七
の
七
か
ら

十
和
田
市
大
字
伝
法
寺
字
荊
窪
三
六
の
九
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 後 前 後 前 前
変
更
の

前
後
別

一
〇
・
三
三
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
三
三
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
六
八
メ
ー
ト
ル
か
ら

八
・
五
三
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
三
六
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
三
・
一
八
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

二
八
・
九
六
メ
ー
ト
ル

二
八
・
九
六
メ
ー
ト
ル

五
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
五
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
五
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
二
九
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
薬

(

オ
セ
ル
タ
ミ
ビ
ル
リ
ン
酸
塩
製
剤
七
十
五
ミ
リ
グ
ラ
ム)

八
十
二
万
四
千
カ
プ
セ
ル

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
健
康
福
祉
部
保
健
衛
生
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

中
外
製
薬
株
式
会
社

東
京
都
北
区
浮
間
五
丁
目
五
の
一

六

契
約
金
額

一
億
五
千
八
百
八
十
五
万
七
百
二
十
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

国
内
で
唯
一
当
該
物
品
を
販
売
し
て
い
る
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
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